
受付期間・場所・時間

※12時15分～13時までは昼休みとなります。
※税務署、役場とも土・日曜日と祝日は閉庁日となっ
ています。

所得税の還付申告
　

　

　

税に関する情報 №2

申告が始まります！申告が始まります！
所得税確定申告と所得税確定申告と
住民税（町道民税）申告です住民税（町道民税）申告です

申告が始まります！
所得税確定申告と
住民税（町道民税）申告です

所得税の納付申告
　 ２月18日（月）から

土地や建物を売って譲渡所得がある人や
事業所得などがある人は税務署で行ってください。

住民税の申告
　

住民税の住宅ローン控除の申告
　

　

•医療費控除を受ける人は、１～12月に支払った
医療費や薬代などの領収書とその明細書
•年末調整をしていない人は、１～12月に納付し
た国民健康保険税や介護保険料などの支払額が
確認できるもの、国民年金保険料や生命保険料・
地震保険料の控除証明書など
•住宅借入金等特別控除を初めて受ける人は、住
民票、金融機関が発行した借入金の年末残高証
明書、住宅および土地の売買または請負契約書
の写し、住宅および土地の登記事項証明書また
は権利書の写しなど

•年末調整をした給与所得者で医療費控除、住宅
借入金等特別控除などがある方
•年末調整をしていない方や所得が公的年金等の
方で、医療費控除、社会保険料控除、寡婦（寡夫）
控除や障害者控除などを受けることができる方
など

１月21日（月）～３月17日（月）
役場地下会議室　９時～17時30分

問 　　　　　☎
問 　☎
　

※２月12日（火）から国税庁ホームページにアクセスで
きるパソコンを会場に用意します。

所得税の確定申告書が
国税庁ホームページで作成できます


